
国
土
交
通
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

、
、
、

○

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○

国
土
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○

社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７
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○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

官
房
、
局
及
び
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並

び
に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、

政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
８

（
略
）

○
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
抄
）

、
、
、

(

特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
の
指
定)

、
、
、

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
し
ば
し
ば
台
風
の
来
襲
を
受
け
、
雨
量
が
き
わ
め
て
多
く
、
か
つ
特

殊
土
じ
よ
う(

シ
ラ
ス
、
ボ
ラ
、
コ
ラ
、
ア
カ
ホ
ヤ
等
特
殊
な
火
山
噴
出
物
及
び
花
こ
う
岩
風
化
土
そ
の
他
特
に
侵
し
よ
く
を
受
け
や
す
い
性
状
の
土
じ
よ
う
を
い
う

、
、
、

、
、

、
、
、

、
、
、

。
以
下
同
じ
。)

で
お
お
わ
れ
地
形
上
年
年
災
害
が
生
じ
、
又
は
特
殊
土
じ
よ
う
で
お
お
わ
れ
て
い
る
た
め
に
農
業
生
産
力
が
著
し
く
劣
つ
て
い
る
都
道
府
県
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
を
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
と
し
て
指
定
す
る
。

、
、
、

２

（
略
）

(

特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
対
策
事
業
計
画
の
設
定)

、
、
、

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
に

、
、
、

お
け
る
災
害
防
除
及
び
農
地
改
良
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
事
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

国
土
審
議
会)

第
五
条

国
土
審
議
会(

以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。)

は
、
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
に
お
け
る
災
害
防
除
及
び
農
地
改
良
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
き
、
関
係
の
あ
る
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

(

政
令
へ
の
委
任)

第
十
二
条

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
審
議
会
の
組
織
及
び
所
掌
事
務
そ
の
他
国
土
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
社
会
資
本
整
備
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

(

都
市
・
地
域
整
備
局
の
所
掌
事
務)

第
七
条

都
市
・
地
域
整
備
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

大
都
市
の
機
能
の
改
善
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と(

国
土
計
画
局
及
び
政
策
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。)

。

二

首
都
圏
整
備
計
画
、
近
畿
圏
整
備
計
画
及
び
中
部
圏
開
発
整
備
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
特
定
の
地
域
の
整
備
及
び
開
発
の
た
め
の
大
規
模
事
業(

首
都
圏
そ
の
他
の
各
大
都
市
圏
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。)

に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

首
都
圏
の
既
成
市
街
地
及
び
近
畿
圏
の
既
成
都
市
区
域
へ
の
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

五

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号)

及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域

の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
五
号)

に
規
定
す
る
処
分
管
理
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

六

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と(

政
策
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

七

国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

八

豪
雪
地
帯(

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
豪
雪
地
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
雪
害
の
防
除
及
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び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九

災
害
が
発
生
し
た
地
域
及
び
災
害
危
険
区
域
か
ら
の
住
居
の
集
団
的
移
転
を
促
進
す
る
事
業
の
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十

都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

景
観
法(

平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号)

の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
こ
と(

他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
二

宅
地
造
成
等
規
制
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号)

の
規
定
に
よ
る
宅
地
の
造
成
等
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
こ
と(

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
及
び
土
地
・
水
資
源
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。
十
四

民
間
都
市
開
発
事
業
に
関
す
る
こ
と(

港
湾
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
街
地
再
開
発
事
業
、
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
そ
の
他
市
街
地
の
整
備
改
善
に
関
す
る
こ
と(

防
災
街
区
整
備
事
業
及
び

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
住
宅
局
及
び
港
湾
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
六

防
災
街
区
整
備
事
業(

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
防
災
都
市
施
設(

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
九
年
法
律

第
四
十
九
号)

第
三
十
条
に
規
定
す
る
防
災
都
市
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。)

の
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

イ

建
築
物
の
敷
地
の
整
備(

賃
貸
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
行
う
も
の
以
外
の
も
の
で
重
要
な
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。)

並
び
に
整
備
し
た
敷
地
の

管
理
及
び
譲
渡
に
係
る
業
務
ロ
市
街
地
再
開
発
事
業(

賃
貸
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
行
う
も
の
以
外
の
も
の
で
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
重
要
な
公
共
施

設
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
業
務

ハ

防
災
街
区
整
備
事
業(

賃
貸
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
行
う
も
の
以
外
の
も
の
で
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
防
災
都
市
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る

。)

に
係
る
業
務

ニ

土
地
区
画
整
理
事
業(

宅
地
の
造
成
又
は
賃
貸
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
行
う
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
業
務

ホ

流
通
業
務
団
地
造
成
事
業(

宅
地
の
造
成
と
併
せ
て
行
う
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
業
務

十
八

駐
車
場
に
関
す
る
こ
と(

道
路
局
及
び
自
動
車
交
通
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
九

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と(

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
宅
地
の
造
成
及
び
土
地
区

画
整
理
事
業(

宅
地
の
造
成
又
は
賃
貸
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。)
に
要
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
総
合
政
策
局
及
び
住
宅
局
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

二
十

都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
及
び
保
勝
地
の
整
備
及
び
管
理(

皇
居
外
苑
、
新
宿
御
苑
及
び
京
都
御
苑
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
整
備
に
限
る
。)

に
関
す
る

こ
と
。

二
十
一

都
市
に
お
け
る
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
二

市
民
農
園
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

古
都(

明
日
香
村
を
含
む
。)

に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

下
水
道
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

都
市
開
発
資
金
融
通
特
別
会
計
の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

小
笠
原
総
合
事
務
所
の
機
構
及
び
定
員
並
び
に
運
営
に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

小
笠
原
総
合
事
務
所
の
事
務
の
運
営
の
指
導
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

(

海
事
局
の
所
掌
事
務)

第
十
三
条

海
事
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引

書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

八
～
十
六

（
略
）

(

総
務
課
の
所
掌
事
務)

第
六
十
三
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

三

国
土
審
議
会
の
庶
務(

土
地
政
策
分
科
会
、
北
海
道
開
発
分
科
会
、
水
資
源
開
発
分
科
会
及
び
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

(

地
方
整
備
課
の
所
掌
事
務)

第
八
十
五
条

地
方
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
域
又
は
地
域
の
整
備
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
に
お
け
る
都
市
と
農
山
漁
村
と
の
連
携
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
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び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
四
年
法
律
第
七
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と(

住
宅
局
並
び
に
都

市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

四

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と(

都
市
計

画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

五

国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
に
お
け
る
半
島
地
域
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六

豪
雪
地
帯
の
雪
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七

災
害
が
発
生
し
た
地
域
及
び
災
害
危
険
区
域
か
ら
の
住
居
の
集
団
的
移
転
を
促
進
す
る
事
業
の
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

(

安
全
基
準
課
の
所
掌
事
務)

第
百
四
十
九
条

安
全
基
準
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引

書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
基
準
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
設
備
等
に
関
す
る
検
査
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

(

検
査
測
度
課
の
所
掌
事
務)

第
百
五
十
条

検
査
測
度
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

三

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引

書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
こ
と(

安
全
基
準
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

四
～
七

（
略
）

○
国
土
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

(

分
科
会)

第
二
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
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る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名

称

法
律
の
規
定

土
地
政
策
分
科
会

国
土
利
用
計
画
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
十
三
条
第
二
項

土
地
基
本
法(

平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号)

第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条

地
価
公
示
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
二
条

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号)

第
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

北
海
道
開
発
分
科
会

北
海
道
開
発
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号)

第
四
条

水
資
源
開
発
分
科
会

水
資
源
開
発
促
進
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項(

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号)

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項(

同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

並
び
に
第
五
条

２
～
７

（
略
）

○
社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）
（
抄
）

（
分
科
会
）

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所
掌
事
務

公
共
用
地
分
科
会

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
及
び
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

五
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

産
業
分
科
会

一

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
（
不
動
産
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。

二

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

住
宅
宅
地
分
科
会

一

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
（
宅
地
及
び
住
宅
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と

。
二

住
生
活
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
九
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条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
営
住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
五
十
五
号

）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

都
市
計
画
・
歴
史
的
風
土
分

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
、
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法

科
会

律
第
一
号
）
及
び
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
五
年
法

律
第
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
並
び
に
陸
上
交
通
事
業
調
整
法
の
規
定
に
基
づ
き
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
こ
と
。

河
川
分
科
会

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

道
路
分
科
会

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

建
築
分
科
会

一

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
（
建
築
、
建
築
士
及
び
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

つ
か
さ
ど
る
こ
と
。

二

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

２
～
６

（
略
）


